
  
           

平成 21 年 4 月 30 日 

 

  位 

東 京 都 千 代 田 区 二 番 町 ７ 番 地 ５ 

問合せ

５１７７ 

 

「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改訂のお知らせ 

 

成 21 年 4 月 30 日開催の取締役会において、コンプライアンス体制、労務管理のさらなる強

化

各

株式会社インフォメーション・ディベロプメント 

代 表 取 締 役 社 長 舩 越 真 樹 

（ＪＡＳＤＡＱコード番号：４７０９） 

先 社長室長 山内 佳代 

ＴＥＬ（０３）３２６２－

 

 

平

を目指し、下記のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を一部改訂することを決議

いたしましたのでお知らせいたします。 

（変更または追加箇所は下線で示しております。） 

記 

(1) 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合 ることを確保するための体制 

 

 

す

① コンプライアンス体制にかかる規程を役職員が法令・定款および社会規範を遵守した行動を

とるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンス

の取り組みを統括することとし、同部内に設置した法務室が中心となり具体的活動・役職員

教育等を行う。法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段としてホ

ットラインを設置・運営する。 

財務報告に係る信頼性を確保する② ために必要な内部統制システムを整備し、維持・向上を図

③ 秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で

 

)取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

びそれに関する関連マニュアル

 

)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

リティ、労務管理

る。 

社会の

組織的に対応し排除する。 

(2

取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、社内規程およ

等に従い適切に保存および管理（廃棄を含む）の運用を実施し、必要に応じて運用状況の点検、

各規程等の見直し等を行う。 

(3

 コンプライアンス、災害、品質および情報セキュ 等にかかるリスクについては、

 

各々の所管部署において、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等

を行うものとし、全社的リスク状況の監視および対応はリスク管理委員会が行う。 
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)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 

)当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 

6）監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項 

7）監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 

8）取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

経営会議、その他重要な会議に出席する。 

9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

以上 

  

(4

① 取締役の迅速かつ適正な意思決定のために、CSR 経営会議や本部長会等を設置し重要案件に

つき事前審議等を行う。業務執行に関する職務分掌・権限・手続き等を明確化し、執行役員

制度を導入し効率的な業務執行を図る。 

② 経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年策定および見直しされる年度計

画および中期経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動する。 

③ 業務執行のマネジメントは、取締役会規程により定められている事項およびその付議基準に

該当する事項については、すべて取締役会に付議することを遵守する。 
 

(5

① 子会社等の業務の適正を確保するための体制を担当する部署を社長室とし、子会社等の業務

と密接に関連する事業本部等と連携し、子会社等における業務の適正を確保するための体制

の構築および実効性を高めるための諸施策を立案および実施、必要な子会社等への指導・支

援等を実施する。 

② 経営監査室は子会社の業務活動の適法性、効率性について監査する。

③ 法令上疑義のある行為等について、子会社の従業員が直接情報提供を行う手段としてホット

ラインを設置・運営する。 
 

（

① 監査役の求めがある場合、監査役の職務を補助すべき部署として、既存部署による兼務また

は専担部署の設置の方法により、兼任もしくは専任の使用人 1名以上を配置する。 

② 前項の具体的な内容については、監査役の意見を聴取し、人事担当役員その他関係各方面の

意見も十分に考慮して決定する。 
 

（

① 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。 

② （7）①の使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行しその評価については監査役会の同意

を必要とする。 
 

（

① 取締役および使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社および当社グループに重

大な影響を及ぼす事項、内部監査の状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況

およびその内容をすみやかに報告する体制を整備する。報告の方法については、取締役との

協議により決定する。 

② 監査役は、取締役会、CSR
 

（

① 役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査のための環境を整備する。

② 監査役会は、代表取締役、会計監査人との定期的な意見交換を実施し、適切な意志疎通およ

び効果的な監査業務の遂行を図る。 
 


